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〔その他〕

平成２８年度全国学力・学習状況調査の

結果公表に関する県教育委員会の方針について

１ 結果公表についての文部科学省の方針

（１）平成１９年度（調査開始）～平成２５年度

・文部科学省は、各都道府県の調査結果のみを公表してきた。

・文部科学省は、都道府県教育委員会が、市町村や学校の調査結果を公表することを

禁じてきた。

（調査結果の公表を禁じた理由）

・この調査で測定される学力は、一部分であること。

・点数によって、市町村や学校の序列化が行われる可能性があること。

・市町村や学校間で行き過ぎた競争が起こる可能性があること。

・小規模の学校の場合は、それぞれの児童生徒が特定される可能性があること。

（２）平成２６年度

・文部科学省は、都道府県教育委員会が、各市町村教育委員会の同意を得た場合は、

同意した市町村名やその設置管理する学校名が明らかとなる調査結果（各教科の点

数）を公表することを可能とした。

（３）平成２７年度

・文部科学省は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第１７号の規定

により、調査の実施、調査結果の活用及び公表等を含め、調査は教育委員会の職務

権限であるとし、教育委員会は、調査結果の活用及び公表等の取扱いについて主体

性と責任を持って当たることとした。

・文部科学省は、都道府県教育委員会が、各市町村教育委員会の同意を得た場合に限

り、市町村名や当該市町村教育委員会が設置管理する学校名を明らかにした結果の

公表を可能とした。

・文部科学省は、都道府県教育委員会が、個々の市町村名や学校名が明らかにならな

い方法（例えば教育事務所単位の状況の公表など）で結果公表を行うことは、都道

府県教育委員会の判断で可能であるとした。

（４）都道府県教育委員会が結果公表をする場合の留意事項（平成２７年度）

・調査で測定できるのは学力の一部分であることや、学校における教育活動の一側面

であることを踏まえる。

・市町村間や学校間の序列化や過度な競争が生じないようにする。

・単に教科の点数だけの公表ではなく、結果の詳細な分析を行い、どのような改善を

するのか等を併せて公表する。

・平均正答数や平均正答率などの数値について一覧表での公表やそれらの数値により

順位を付した公表などは行わない。

（５）平成２８年度

・平成２７年度に同じ
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２ 結果公表に係る市町村教育委員会へのアンケート結果

○県教育委員会が市町村の結果を公表することについて

・同意する １町

・同意しない ３３市町村

・検討中 ６町村

○県教育委員会が各学校の結果を公表することについて

・同意する ０

・同意しない ３４市町村

・検討中 ６市町村

平成２８年３月４日

３ 平成２８年度の県教育委員会の方針

（１）県教育委員会は、県全体の正答率等を、分析や対策を付して公表する。

（内容）

・県全体の正答率等を分析し今後の対策を付した資料を県教育委員会が作成し域内

の市町村教育委員会等に配付するとともに、青森県のホームページで当該資料を

１２月初旬に公開する。

（２）県教育委員会は、市町村名や当該市町村が設置管理する学校名を明らかにする結

果公表については行わない。

（理由）

・上記アンケートの結果から、「県が市町村の結果を公表することについて同意し

ない」が３３市町村、「県が各学校の結果を公表することについて同意しない」

が３４市町村である。

・同意している１町が、町教育委員会として結果公表を行っていない中、県教育委

員会が、特定の町のみの結果公表を行うことは、検査及びその結果の活用の目的

とそぐわない。

（３）県教育委員会は、教育事務所ごとの状況の公表については行わない。

（理由）

・文部科学省は、教育委員会は、調査結果の活用及び公表等の取扱いについて主体

性と責任を持って当たることとしていること、また、調査の目的として、教育施

策の成果と課題を検証し、その改善を図るとしていることから、教育事務所ごと

の公表は、利点が少ない。
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［その他］

平成２８年４月６日

県教育庁学校教育課

教科書発行者による自己点検・検証結果の報告に係る内容確認等について

（本県の状況）

１ 経緯

○文部科学省は、義務教育諸学校用教科書の発行者（三省堂を除く）２１社が行

った自己点検・検証結果を平成２８年１月２２日に公表した。その概要は、文

部科学省が教科書発行者に対して外部への流出を禁止している検定申請中の教

科書を閲覧した者、及びその教科書を閲覧し対価を受領した者等が全国で

５１５７人であった。

○平成２８年１月２８日に、県教育委員会に文部科学省から教科書発行者による

自己点検・検証結果が情報提供され、本県では延べ１０１人が該当していた。

○各市町村教育委員会等は、この１０１人について個別面談等により内容を確認

し、県教育委員会及び各採択地区協議会等は、当該者による採択結果への影響

を調査した。文部科学省からの情報提供と当該者の聞き取り内容が異なってい

た場合は、当該教科書発行者に事実確認を行った。

○県教育委員会は結果を取りまとめ、先般文部科学省に提出した。

２ 文部科学省からの対応依頼

（１）回答を依頼された項目

１① 氏名

１② 所属（検定期間中／採択期間中／現在）

１③ 職位（検定期間中／採択期間中／現在）

２① 当該者の採択への関与の有無注１

２② 当該教科の教科書に関する当時の採択結果とその後の採択結果注２

２③ 当該者が採択結果へ影響を及ぼしたか否か注３

３① 金品の受取の有無

３② 飲食の提供の有無

３③ 交通費・宿泊費等の受取の有無

注１：採択期間に青森県教科用図書選定審議会委員や採択地区の調査員等、採択の事務を進める

ための役割を務めたか否かである。

注２：教科書が当該発行者と他の発行者との比較においてどのように採択が変化したかである。

注３：採択が、当該者の影響がなく、公正・公平に行われたか否かである。
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（２）類型の定義

類型Ⅰ 対価を伴わず、申請本を教員等に閲覧させて意見を聴取した事案関係

類型Ⅱ 申請本を教員等に閲覧させた上で意見聴取等の対価を支払った事案関係

類型Ⅲ 上記以外で採択勧誘との疑念を生じさせる形で金品を支払った事案関係

３ 結果

（１）調査の結果、対象外であると判明した者 １３人

① 検定期間中、既に退職しており、採択にも関与していない者

② 本人からの聞き取り及び教科書発行者双方への確認により、申請本閲覧等の

事実がなかった者

など

（２）類型Ⅰ～Ⅲの人数及び当該発行者

○調査開始時の延べ１０１人から１３人を対象外としたため、該当者は延べ８８

人である。また、複数回該当している者がいるため、実人数は８４人である。

なお、これらの人数には三省堂分１人を含んでいない。

○類型Ⅱの２１人には、金品受領を拒否した者２人を含んでいる。

人数 発行者数 発行者名

類型Ⅰ ６７人 ３者 開隆堂、学校図書、数研出版

類型Ⅱ ２１人 ３者 東京書籍、教育出版、光村図書

類型Ⅲ ０人 ０者 （なし）

合計 ８８人 ６者

※国公私立学校。採択期間中に退職した者１人を類型Ⅰに含む。延べ人数。

（３）当時の所属（項目１②関係）

小学校 中学校 教育行政 その他

類型Ⅰ ２６人 ４１人 ０人 ０人

類型Ⅱ １２人 ９人 ０人 ０人

類型Ⅲ ０人 ０人 ０人 ０人

小計 ３８人 ５０人 ０人 ０人

合計 ８８人

※国公私立学校。採択期間中に退職した者１人を類型Ⅰに含む。延べ人数。
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（４）当時の職位（項目１③関係）

校長 教頭 教諭 指導主事等 その他

類型Ⅰ １２人 １０人 ４５人 ０人 ０人

類型Ⅱ １人 ４人 １６人 ０人 ０人

類型Ⅲ ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

小計 １３人 １４人 ６１人 ０人 ０人

合計 ８８人

※国公私立学校。採択期間中に退職した者１人を類型Ⅰに含む。延べ人数。

（５）当該者の採択への関与の有無注１（項目２①関係）

注１：採択期間に青森県教科用図書選定審議会委員や採択地区の調査員等、採択の事務

を進めるための役割を務めたか否かである。

県教科用図書 市町村採択審議会関係 国立学校関係 私立学校関係

選定審議会関係

類型Ⅰ ２人 （０人） ５人 （０人） １人 １人

類型Ⅱ ０人 （０人） ３人 （０人） ０人 ０人

類型Ⅲ ０人 （０人） ０人 （０人） ０人 ０人

小計 ２人 （０人） ８人 （０人） １人 １人

合計 １２人 （０人）

※延べ人数。カッコ内は内数で教育委員会関係者数。

（６）（５）の当該教科の教科書に関する当時の採択結果とその後の採択結果注２

（項目２②関係）

注２：教科書が当該発行者と他の発行者との比較においてどのように採択が変化したか

である。

県教科用図書 市町村採択審議会関係 国立学校関係 私立学校関係

選定審議会関係

類型Ⅰ 地区に提供する ○当 ⇒○当 ○他 ⇒○当 ○当 ⇒○当

採択状況 選定資料の作成 （３地区、３人） （１校、１人）（１校、１人）

及び審議におい ○他 ⇒○他

て、当該発行者 （２地区、２人）

を推す発言等は

なかった。

類型Ⅱ ○当 ⇒○他

採択状況 （１地区、１人）

○他 ⇒○他

（１地区、２人）

類型Ⅲ

採択状況

※ ○当 ：当該発行者を採択、○他 ：他の発行者を採択
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（７）当該者が採択結果へ影響を及ぼしたか否か注３（項目２③関係）

注３：採択が、当該者の影響がなく、公正・公平に行われたか否かである。

及ぼしたと回答

採択地区協議会長 国立学校 私立学校

類型Ⅰ ０人 ０人 ０人

類型Ⅱ ０人

類型Ⅲ

合計 ０人 ０人 ０人

（８）金品の受取の有無（項目３①関係）

東京書籍 教育出版 光村図書

類型Ⅱ ４人 ９人 ６人

※金品受領拒否２人を除く。

（９）飲食の提供の有無（項目３②関係）

開隆堂 学校図書 数研出版

類型Ⅰ ６人 ０人 ０人

東京書籍 教育出版 光村図書

類型Ⅱ １人 ９人 ４人

（10）交通費・宿泊費等の受取の有無（項目３③関係）

東京書籍 教育出版 光村図書

類型Ⅱ ３人 ０人 ６人
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〔その他〕

平成２９年度青森県公立学校教員採用候補者選考試験における改善事項について

１ 併願制度の実施

本県の教員採用候補者選考試験の受験者数は、平成２４年度（２３年度実施）から

減少してきたが、平成２８年度（２７年度実施）は一般・教職教養試験を一部免除す

るなどの改善を実施した結果、２０名の増となった。

（第１次試験受験者数  1,898名：増減 ＋1  △76  △20  △104  △27  ＋20）

しかしながら、「特別支援学校教諭」の受験者数は、平成１５年度（１４年度実

施）から２００名台を推移してきたものの、平成２８年度（２７年度実施）の受験者

数は１９３名と、２００名を切り、今後も減少傾向で推移していくものと想定される。

（特別支援学校教諭受験者数 ⑭197 ⑮207 ⑯223 ～  245  228  215  193）

そのため、特別支援学校教諭の受験者及び優秀な人材の確保の観点から、平成２９

年度（２８年度実施）教員採用候補者選考試験において、下記のとおり「併願制度」

を実施する。

（１）小学校と特別支援学校小学部、中学校と特別支援学校中学部（同一教科に限る）、

高等学校と特別支援学校高等部（同一教科・科目に限る）で、併願することができ

る。

（２）併願する受験者は、「特別支援教育に関する専門事項」の受験を必須とする。

（３）第２次試験は、第１次試験で通過した校種で受験する。

２ 実施要項の配布時期

教員採用候補者選考試験の実施要項については、これまで５月上旬に配布してきた

が、受験者等からの配布時期を早めてほしい旨の要望等を踏まえ、「平成２９年度青

森県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項」を、４月下旬に配布する。
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   市町村長等との青森県立高等学校将来構想について（答申）等に関する 

   意見交換の概要について 

 

１ 意見交換の内容 

（１）青森県立高等学校将来構想について（答申）に関する意見聴取 

（２）県立高等学校教育改革次期計画の策定手続きに関する意見聴取 

 

２ 実績 

（１）実施期間 

   平成２８年２月１６日（火）から３月２９日（火）まで 

（２）訪問市町村数 

   全４０市町村 

（３）出席者 

   市町村：市町村長、市町村教育委員会教育長 

   県教育委員会：教育長、教育次長、高等学校教育改革推進室長のいずれか 

 

３ 主な意見 

（１）青森県立高等学校将来構想について（答申）に関する意見 

  ○ 県立高等学校の使命は、学ぶ意欲のある全ての者に自らの能力・適性に応じ

た後期中等教育の学習機会を提供することと、個々の努力に応じた可能性の最

大限の伸長を保障することである。 

  ○ 県全体が一丸となって高校教育を推進する「オール青森」の視点には説得力

がある。この視点がぶれないように進めてほしい。 

  ○ 郡部においては、公共交通機関の体制が十分でないことから、通学手段の確

保等通学に関わる環境整備について、県と市町村が連携して、その対策を講ず

る必要がある。 

  ○ 専門学科においても特色化を図ることが重要である。 

  ○ 重点校だけではなく、それぞれの高校において特色ある教育活動ができるよ

うな配慮をしてほしい。 

  ○ 普通科と商業教育を主とする専門学科を併設する形での高校教育の在り方な

ども是非検討していただきたい。 

  ○ 小規模校の課題が伝わっていない。 

（２）県立高等学校教育改革次期計画の策定手続きに関する意見 

  ○ 高等学校の再編計画等具体的な実施に際しては、引き続き市町村への積極的

な情報提供を行いつつ、県と市町村が共通理解を深めながら進めていただきた

い。 

  ○ 保護者等に対して、高等学校のある町村での説明の場が必要である。 

  ○ 地区意見交換会で地域の意見を聞いた上で実施計画を検討するという進め方

は良い。 

［その他］ 
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